
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘度平均分子量で７０万～６００万のポリエチレン系繊維を含んでなる窓ガラス安定具
用植毛部（１２）

。
【請求項２】
　 請求項１に記載
の窓ガラス安定具用植毛部（１２）。
【請求項３】
　 請求項１又は２に記載の窓ガラス安定具用植毛
部（１２）。
【請求項４】
　フッ素系繊維が

に
記載の窓ガラス安定具用植毛部（１２）。
【請求項５】
　

に記載の窓ガラス安定具用植毛部（１２
）。
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であって、該ポリエチレン系繊維を断面積率で９９～５０％、フッ素系
繊維を断面積率で１～５０％含んでなる窓ガラス安定具用植毛部（１２）

前記ポリエチレン系繊維の粘度平均分子量が１００万～２５０万である

フッ素系繊維がパーフルオロ体からなる

テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合
体、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフル
オロプロピレン共重合体から選ばれた少なくとも１種の共重合体である請求項１又は２

繊維がフィラメントからなる引揃い糸、撚糸及びカバードヤーンからなる群から選ばれ
る少なくとも１種である請求項１～４のいずれか



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、自動車などの窓ガラス安定具用植毛部に関し、詳しくは耐摩耗性及び滑り性を
改良し、且つ窓ガラスの開閉時等における不快な擦れ音発生のない植毛部に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、サッシュレスドア型の自動車では、一般に走行時やドアの開閉時の窓ガラスの振
動防止対策として、ドア本体内に窓ガラス安定具を配設して窓ガラスの振れを抑えている
（図１参照）。この窓ガラス安定具は、ウエザーストリップがドアと窓ガラスのシールを
主な目的とするのに対し、窓ガラスの振動防止を最大の目的とするもので、植毛部を窓ガ
ラスに部分的に当接させたものである。
【０００３】
前記につき図面で説明すると、次の通りである。図１は、フロントドアの全体を概略的断
面図で示している。ここで、（１）は窓ガラスで、基本的にはこれをドアアウタパネル（
４）とドアインナパネル（２）で支持する構造になっている。（３）と（５）は、各々該
パネル（２）、（４）の補強用パネルである。そして、該パネルの開口部位置に、シール
用ゴムで構成されるウエザーストリップを内外に（６）と（７）の如く窓ガラス（１）が
摺動可能な程度に当接するように固設してある。
【０００４】
また、（Ｓ）は窓ガラス安定具で、例えばコの字形の基体（８）に植毛部材（９）を固着
して形成され、この安定具（Ｓ）を補強パネル（３）で支持している。このとき植毛部材
（９）は、該ガラスに対し所定の押圧がかかるようになっており、この様にして窓ガラス
の振動を防止している。
【０００５】
なお、該安定具（Ｓ）は、該ガラスの内面に対して配置されているが、外面に、或いは外
内両面に配設される場合もある。そして、配設数はドアの大きさによって複数個になる場
合もある。ここで図２は、図１に例示された安定具（Ｓ）を斜視図で示し、（１０）は植
毛部が配設されている基布を示す。図３は、植毛部材（９）の一例を示す断面図であり、
本例における植毛部材（９）は基布（１０）に植毛部（１２）が付設されてなるもので、
その裏面には脱毛を防止するために接着剤、合成樹脂等によるコーティング層（１１）が
設けられたものである。
【０００６】
上記のような窓ガラス安定具に使用される植毛部材は、防振を主たる目的とするが、窓ガ
ラスの開閉時において、特に耐摩擦性、滑り性、不快な擦れ音の防止、さらには粉塵の噛
み込みによる損傷の防止などの機能も同時に備える必要がある。
【０００７】
従って、これら種々の要因も勘案して窓ガラス安定具が種々検討されている。例えば、特
公昭６１－１９４４６号公報では、窓ガラスと摺接する面の略中心部にラウンド部を設け
、該ラウンド部にフッ素繊維の直毛を、その周辺にはカール状のナイロン系繊維を植毛し
た窓ガラス安定具が提案されている。
【０００８】
また、該安定具の形状の面から、例えば実開昭５６－１３２１１１号公報には、植毛が該
ガラスと接触する面の中央部を打ち抜いた窓ガラス安定具が提案されている。さらには、
実開昭６３－１７６８１６号公報には、フッ素系合成樹脂による小突起物、ポッチ状突起
物又は縦長のストライプ状突起物を形成し、この面を窓ガラスに当接するようにした窓ガ
ラス安定具も提案されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
前記の各公報は、各々先行技術に対して改良された技術ではあるが、上記の複数の要求事
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項をすべて高度に満足するものはなく、一層の改良が望まれている。
【００１０】
特に、より高度な耐摩耗性、滑り性、さらには窓ガラスの開閉時に、窓ガラスに付着する
水分が窓ガラスの開閉などによって蒸発、乾燥する過程で起こる不快音の解消要求に対し
ては従来のものは十分とは言い難い。
【００１１】
そこで本発明者らは、この様な問題の解決手段について鋭意検討した結果、ついに本発明
を完成するに至った。
【００１２】
すなわち、上記の問題は次の手段によって容易に達成される。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は、粘度平均分子量で７０万～６００万のポリエチレン系繊維を含んでなる窓ガラ
ス安定具用植毛部を提供せんとするものであり、また、本発明は、粘度平均分子量で７０
万～６００万のポリエチレン系繊維を断面積率で９９～５０％、フッ素系繊維を断面積率
で１～５０％含んでなる窓ガラス安定具用植毛部を提供せんとする点にある。
【００１４】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１５】
本発明において、窓ガラス安定具（以下単に安定具という）は、特に防振機能を持ち、自
動車等のドアに使用されるものである。この安定具は、ウエザーストリップのようにシー
ル機能を有するものとは異なり、その材質、形状、構造、配設する数及び位置は特に限定
されず、種々の態様が可能である。しかしながら、一般的にはこの様な安定具はその植毛
部が窓ガラスの一部と当接すれば十分であり、その配設場所も通常ウエザーストリップよ
りも内側（下側）である。かかる安定具は窓ガラスの防振効果が発現される範囲で設けら
れていればよく、配設される数も、特に限定されるものではないが、通常１個から数個で
ある。
【００１６】
植毛部には、粘度平均分子量（以下単に分子量と呼ぶ）７０万～６００万、好ましくは１
００～２５０万のポリエチレン系繊維を用いる。このようなポリエチレン系繊維は素材と
して分子量７０万～６００万程度の高分子量、超高分子量ポリエチレン系樹脂を含むもの
である。この際、分子量は一般に知られている粘度法により求めたものである。ポリエチ
レン系繊維の分子量が７０万～６００万の範囲にあると、耐摩耗性がポリプロピレン、ポ
リエステル等の他の素材よりも優れ、且つ押圧による衝撃にも強く、植毛部が容易には倒
れないため好ましい。
【００１７】
植毛部の素材であるポリエチレン系樹脂は、エチレンの重合体であるが、これと若干の他
のオレフィン単量体等のモノマーが共重合されたものであってもよい。エチレンと共重合
し得る他のモノマーとしては、プロピレン、ブテン、酢酸ビニル、（メタ）アクリル酸、
（メタ）アクリル酸エステル、テトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン等
が挙げられ、これらを１種又は２種以上用いて共重合体とすることができる。この様な共
重合体としては、例えば、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－ブテン共重合体、
エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体、エチレン－クロロトリフルオロエチレン共
重合体等が好ましいものとして挙げられる。
【００１８】
しかしながら、該共重合体中のオレフィン単量体含量は、３０モル％程度以下、好ましく
は１０モル％程度以下、より好ましくは５モル％程度以下である。この様なポリエチレン
を主鎖とする共重合体の場合、エチレン部分の分子量が７０万以上である。
【００１９】
上記ポリエチレン系繊維は更に「他の合成繊維」（異種繊維）を混合して植毛することも
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できる。この場合の混合量は、本発明の本質を変えない程度に制限され、他の合成繊維の
割合は、断面積率で１～５０％程度である。好ましい「他の合成繊維」としては、フッ素
系繊維、ポリアミド系繊維、ポリエステル系繊維、液晶繊維、本発明に係る特定のポリエ
チレン系樹脂以外のポリオレフィン系繊維（例えばポリプロピレン系繊維）などが例示さ
れ、該フッ素系繊維の混合量は、断面積率で１～５０％、好ましくは５～３０％である。
【００２０】
なお、ここで断面積率とは、単位面積（１ｃｍ 2）当たりの植毛部の全断面積に対する異
種繊維の断面積の比率を％で示したものである。
【００２１】
本発明において、フッ素系繊維と混合された繊維を用いた植毛部は、ポリエチレン系繊維
単独の植毛部に比較して、耐久性のバロメーターとなる弾性回復率が更に改良されるので
好ましい。このフッ素系繊維は一般に知られているフッ素含有の脂肪族系ポリマーにより
得られる繊維である。該フッ素系繊維としては、オレフィンの炭化水素の半分以上の水素
原子がフッ素原子で置換された単量体のホモポリマー又は共重合体であり、例えば、炭素
に結合する原子がすべてフッ素原子であるパーフルオロ重合体の１種であるポリテトラフ
ルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラフルオロエチレンとパーフルオロアルキルビニルエ
ーテルの共重合体（ＰＦＡ）、テトラフルオロエチレンとヘキサフルオロプロピレンの共
重合体（ＦＥＰ）、フッ素化炭化水素の１種であるポリビニリデンフルオライド（ＰＵＤ
Ｆ）、テトラフルオロエチレンとエチレンとの共重合体、クロロトリフルオロエチレンと
エチレンとの共重合体等を例示できる。
【００２２】
就中、パーフルオロ体は、部分フルオロ体よりも好ましく、さらにはホモポリマーよりも
共重合系のフルオロ体が好ましい。
【００２３】
なお、このフッ素系繊維がパーフルオロ体と部分フルオロ体とによる繊維の混合であった
り、また、前記したパーフルオロ体や部分フルオロ体は物性の異なる繊維の混合物であっ
てもよい。
【００２４】
前記した混合された繊維を植毛する場合の各繊維における形状（断面）、太さ、糸条の形
態等についても、前記ポリエチレン系繊維の場合と同じで、特に制限はされないが、特に
フッ素系繊維の場合、太さはより太い方が好ましく、後記するような方法により円形断面
積に換算した場合における１本の直径が約１００～２００μｍ程度を例示できる。
【００２５】
本発明で使用する繊維は、基本的には前記した特定のポリエチレン系樹脂を溶融紡糸して
得られるもので、特に限定されないが、例えば、モノフィラメント、マルチフィラメント
、細かくカッティングされたチョップド繊維などが挙げられる。他の方法によって得られ
る繊維状物も本発明の繊維に包含される。
【００２６】
これら繊維或いは繊維状物の形状、長さ、太さについては特に制限されない。例えば、形
状については、円形、中空、異形の断面形状を例示でき、その１本の太さは円形断面積に
換算したときの直径が約５～１５０μｍ程度、好ましくは２０～１２０μｍ程度、長さに
ついては後述のパイル編・織では長尺フィラメントを用い、静電植毛では０．３～１．５
ｍｍ程度のチョップド繊維を用いるのが好ましい。なお、前記円形断面積については異形
断面、中空断面等を有する繊維はすべて空間を除き円形に換算したときの直径を示すもの
で、円形の場合は換算を要しないものである。
【００２７】
植毛がフィラメントで行われる場合には、一般には糸条形態、すなわちマルチフィラメン
トが用いられる。このマルチフィラメント中の単糸（フィラメント）の数は、特に制限さ
れないが、後記するパイル織による植毛形成の際の織り特性等を考慮すると、約１０～５
００本程度である。この範囲は、フィラメント自身の太さに依存するもので、フィラメン
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トが太い場合には、その本数を少なくして織り易くするとよい。
【００２８】
なお、前記のフィラメントの太さを例えば２０～１２０μｍとして、これを１００本そろ
えて糸とした場合の太さをデニールで換算すると、本発明にかかるポリエチレン糸繊維の
場合、約４００～１５０００デニールに相当する。
糸条としては、例えば無撚または加撚の単糸、無撚の揃い糸、２体以上の単糸に撚をかけ
た撚糸を挙げることができるが、これらに限定されない。ここで、撚のかけ方としては、
Ｓ撚、Ｚ撚、共撚、甘撚、強撚、もろ撚、ちりめん撚又はこれらの混合撚等を例示するこ
とができる。また、芯糸にフィラメント糸をコイル状に巻き付けたカバードヤーンも例示
でき、就中引揃い糸、撚糸又はカバードヤーンは好ましく、さらには撚糸がより好ましい
ものとして例示される。なお、ここで糸条として紡績糸も含まれる。なお、こうした引揃
い糸、撚糸又はカバードヤーン等はモノフィラメントで構成されていてもよく、モノとマ
ルチが混合した構成であってもよい。
【００２９】
また、前記糸条におけるフィラメントは、同一の繊径を有するものから形成されてもよい
が、異径のフィラメントを適当な割合で混合して前記糸条としてもよい。
【００３０】
また、分子量の異なるポリエチレン系繊維のフィラメントを前記糸条としてもよく、更に
他の合成繊維（異種繊維）を混合して植毛することもできる。
【００３１】
次に、植毛部及び基布から構成される植毛部材の作製方法について説明する。先ず植毛部
は、先端がカットされたパイル（カットパイル）が直立して植毛されているものが好まし
いが、カットされたパイルであることや、全ての繊維が直立であることは条件ではなく、
本発明の効果を阻害しない範囲内であれば、植毛部材の一部又は全部がカットされていな
いパイル及び／又は傾斜した状態での植毛であってもよい。また、植毛の先端がループ状
のパイルであってもよく、ループ状パイルとカットパイルの混合であってもよい。
【００３２】
植毛部は、大別して、次に例示する２つの方法により通常作成される。１つの方法は、安
定具を構成する基体の一面に直接繊維を植毛する直接法であり、他の１つは別途作成され
た植毛部材を該基体に固着する間接法である。ここで、直接法は、例えば基体面に接着剤
を付着しておき、短繊維状、パイル状などのチョップド繊維を電着植毛する方法が代表例
として挙げられる。このように直接法のときは、植毛部と植毛部材が同じものを意味する
こともある。また、プラスチックシート、ゴム板等に電着植毛し、それを基体面に固着し
てもよい。
【００３３】
一方、間接法は前記の如くパイル織やパイル編によって植毛する方法を代表例として挙げ
ることができる。すなわち、その方法としては図３に示すように基布（１０）を構成する
繊維と、植毛部（１２）を構成する繊維とを後者がパイル組織となるようにパイル織もし
くはパイル編し、パイルをカットしていわゆるカットパイルによる植毛部を作成するもの
である。パイル編・織はシングルパイルでもダブルパイルでもよく、また必要に応じてパ
イル面と反対面を適宜樹脂、接着剤等によるコーティング層（１１）を形成してセットし
、植毛部の脱落を一層確実に防止するようにしてもよい。前記した基布（１０）を構成す
る繊維については、特に制限はないが、ポリエステル、ポリアミド、ポリプロピレン、ア
クリル系重合体等の合成繊維の他に天然繊維、化学繊維等の各種繊維が使用可能である。
また、前記したコーティング層を形成する樹脂、接着剤としては、特に制限はないが、ア
クリル系、酢酸ビニル系のもの等を例示でき、耐熱性を有するものがより好ましい。以上
はカットパイル構造についてであるが、シングルパイル編織物をカットしない、いわゆる
ループ状のパイル構造の植毛部も本発明に包含される。
【００３４】
この様に、パイル編・織については前記の如くダブルパイル編・織機で二重織し、２つに
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カットしてカットパイルを得るダブルフェイスカットパイルでもよいし、シングルパイル
の編・織機で得られたループ（輪奈状）のパイルでもよい。また、部分的にパイル長に高
低のあるハイローパイル（長短パイル）とすることも可能である。
【００３５】
以上の各種方法によって得られた植毛部は、フィラメントの太さ、糸条の太さ、作製方法
などによって植毛の分布状態、すなわち植毛（パイル）密度も異なる。しかしながら、本
発明はなんらの制限を受けるものではないが、植毛密度についてはその粗密にある程度効
果上の差を見る場合があり、植毛は、例えば単位面積（１ｃｍ 2）当たり単糸に換算して
約３００～１００００本程度であるのが好ましい。また、植毛長は、一般には約３～１０
ｍｍ程度である。しかしながら、前記した電着植毛法で植毛部を形成する場合は、植毛長
は０．３～１．５ｍｍ程度を例示できる。
【００３６】
前記の如く、製織又は編成によって得られた植毛部材は、基布からの脱毛とパイル補強の
ために仕上がった時点で接着剤でバックコートするのが好ましい。接着剤、コーティング
方法は特に制限されないが、ポリエチレン繊維自身の接着性はよくないので、特に制限は
ないが、接着剤の選定とともに接着性の向上のための、表面酸化処理、プライマーの塗布
などの一般の表面処理を行うのが好ましい。
【００３７】
かくして得られた植毛部材を本発明にかかる安定具にするためには、各種基体（８）の形
状と大きさに合わせて所定の寸法にカットし、該基体（８）に固着する必要がある。この
際、基体の形成、寸法、材質等及び固着方法については、特に制限されないが、該固着方
法としては、必要な基体の一面に接着剤（耐熱性の高いものが好ましい）で接着する方法
や、物理的に締着、螺着する方法などが例示される。
【００３８】
なお、固着に際して、該基体と植毛部材との間に適当な緩衝材、例えばゴム、スポンジ、
フェルト等を介在させてもよい。
【００３９】
なお、安定具の上部位置に、安定具の幅よりも大きめに清掃部を設け、これを安定具と一
体化してもよい。この清掃部は窓ガラスの開閉の際に、窓ガラスに付着した粉塵などの異
物を清掃除去し、安定具への異物の噛み込みをなくすよう完全を期すためのものである。
この清掃部にも本発明のポリエチレン系繊維を含む植毛部を併用することもできるが、こ
の場合、一般には植毛長は安定具のそれよりも長く、繊径は小さく、パイル密度はより密
であるのが好ましい。
【００４０】
更に、本発明にかかる繊維を図６に示すように窓ガラスに付設されたストッパー受け（１
４）における内周面に植毛して植毛部を形成することも可能である。一般に、自動車の窓
ガラスの下部にはストッパー（１５）が付設されており、このストッパー（１５）は例え
ばインナー部の補強用パネル（３）に設けられたストッパー受け（１４）と摺接・咬合す
ることによって、窓ガラスの上方への移動がストップするようになっている。従って、ス
トッパー受け（１４）はストッパー（１５）をはさみ込む構成であり、その中にストッパ
ー（１５）が入り込むことによって、窓ガラスの上方への移動はストップし、全開時にお
ける窓ガラスの振動を防止するのである。このストッパー受け（１４）の構造は適宜でよ
いが、例えば図６にその構造が示される。この様なストッパー受け（１４）のストッパー
と摺接する部分に本発明の繊維を用い、基布（１０）等を介して、又は介さずに植毛部（
１２）を形成することも可能である。この際、ストッパー受け（１４）を本発明に係る安
定具と一体的に設けることも可能であり、この様な安定具を作製するに際し、そのストッ
パー受け（１４）のストッパーと摺接する部分に、本発明に係る繊維を用い、図６に示す
ように植毛部（１３）を形成してもよい。この様な構成とすることで、本発明に係る繊維
は一層その用途が広がる。なお、この様なストッパー受けも本発明の窓ガラス安定具の一
種である。
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【００４１】
【実施例】
次に実施例と比較例とによって本発明を更に詳述するが、これらが本発明の技術的範囲を
制限するものではないことは言うまでもない。
【００４２】
実施例１
ここでは、ダブルパイル織機によって二重織し、中心部から２つにカットしてなるダブル
フェースカットパイルを植毛部材とし、これを安定具の基体に固着して各種評価に供した
。そのために先ず植毛部及び植毛部を保持する基布を次の通りに作製した。
【００４３】
〔基布設計〕
縦糸３０番手－２本、横糸４０番手－２本のスパンポリエチレンテレフタレート繊維を使
用し、打ち込み本数４４本／インチ、縦５５本／インチにて基布の作製準備をした。
【００４４】
〔植毛部の設計〕
先ず、分子量約１００万の高分子量ポリエチレンから紡糸された、分子量が約１００万で
、且つ円形断面を有しその繊径が３８μである１０ｄの単糸を用い、５００ｄ／５０ｆの
マルチフィラメントを作製した。このマルチフィラメント２本を用い、それぞれ１２０回
／ｍでＳ撚をかけ、この２本のマルチフィラメントをＳ撚の状態で合糸し、次いで１２０
回／ｍでＺ撚をかけ、１本の撚糸を得た。
こうして得た撚糸を使用し、打ち込み本数縦９本／ｃｍ、横８本／ｃｍにて植毛部を作製
する準備をした。
【００４５】
上記設計により、二重パイル織機を用いて、カット後のパイル長が５．３ｍｍ、基布巾４
０ｍｍ、植毛巾１５ｍｍになるようにダブルパイル織物を作製し、二重織物の中央部をカ
ットして２枚のカットパイル織物を得た。しかる後、パイルが脱毛しないようにアクリル
－スチレン系の接着剤にてパイル面の反対面にバックコーティングを施した。なお、パイ
ル密度は単糸換算で７２００本／ｃｍ 2であった。
【００４６】
こうして得られたカットパイル織物を所定の形状にカットして植毛部材を得、その窓ガラ
スに対する滑り性、異音（不快音）及び摩耗について評価した。
【００４７】
なお、ここで滑り性はＡＳＴＭ・Ｄ１８９７に記載の試験法に準じて１ｋｇ荷重下にセミ
ウエット環境での動摩擦係数（μｄ）を測定した。ここでのセミウエットとは、ガラス摺
動面上を噴霧器により均一に水をかけた濡れ状態（ウエット状態）から同面上の水が蒸発
・乾燥する状態（ドライ状態）までの過渡的状態を指す。
【００４８】
また、異音は図４と図５に示す形状の安定具（植毛接触面積１０×２５ｍｍ）を、自動車
のフロントドアのドアインナパネルの補強用パネルに固定して、植毛部分を窓ガラスに当
接して、次の条件でテストをした。
【００４９】
すなわち、該当接は２０ｋｇｆの押圧をかけた状態で行い、窓ガラスの開閉の速度は、全
閉・全開を１サイクルとして９秒／１サイクルとした。また、試験開始は乾燥状態（ドラ
イ）から入り、３サイクルした時点の全閉状態で噴霧器を用いて全面に均一に水をかけて
濡らし、ウエット状態（ウエット）にし、以後この状態から開閉を続行した。ウエット状
態からの開閉で、徐々に該ガラス面の水分は蒸発し、再び最初の乾燥状態に戻るが、この
ウエットからドライにガラスの表面が変化する過程（セミウエット）での異音発生の有無
を官能的に観察した。
【００５０】
更に、摩耗については、前記異音テストで用いた安定具の基体に植毛部材を固着し、平面
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状態に置かれた窓ガラス板面上から、押圧１０ｋｇｆで当接しつつ該ガラス板の長さ４５
０ｍｍを往復６秒を要して摺動せしめ、この往復回数で摺動面の植毛状態をチェックした
。なお、植毛状態については摺動による植毛部の摩耗及び植毛部の変化を視覚により判断
した。
【００５１】
実施例２
実施例１で得たものと同一のマルチフィラメント（５００ｄ／５０ｆ）の１本を１２０回
／ｍでＳ撚を行った。一方、ＰＦＡを４ｍｍφの口金から溶融紡糸して、円形断面で繊径
１８０μｍのＰＦＡモノフィラメントを得て、これを１２０回／ｍでＳ撚した。この２つ
のＳ撚糸をＳ撚の状態で合糸し、１２０回／ｍでＺ撚を行って植毛部に用いる混合繊維糸
を得た。
【００５２】
前記混合繊維糸を使って、実施例１と同様に二重パイル織機にてカット後のパイル長５．
３ｍｍになるように中心部をカットし、２枚のパイル植毛部材を得、脱毛しないように、
実施例１と同様に接着剤でバックコートを施した。
【００５３】
なお、ＰＦＡの混合率は断面積率で約５％であった。
【００５４】
得られたパイル植毛部材を所定形状にカットし、実施例１と同様の条件にて滑り性、異音
、摩耗について評価した。
【００５５】
比較例１
繊径４７μｍで３３．３ｄのＰＦＡフィラメント３６本を準備し、１２００ｄ／３６ｆの
マルチフィラメント２本を得た。この２本のマルチフィラメントを実施例１と同様にして
撚をかけ、１本の撚糸を得た。
【００５６】
このパイル糸を使用して実施例１と同様にパイル織し、ＰＦＡ繊維のみからなるパイル植
毛部材を作製した。
【００５７】
得られたパイル植毛部材を用いて、実施例１と同様にして滑り性、異音、摩耗について評
価した。
【００５８】
比較例２
ＰＴＦＥによる繊径２９μｍ、１３．３ｄのフィラメント９０本を準備し、１２００ｄ／
９０ｆのマルチフィラメントを２本使用する以外は実施例１と同様にして植毛部材を得、
滑り性、異音、摩耗について評価した。
【００５９】
実施例１および２、比較例１及び２の評価結果を表１にまとめた。
【００６０】
【表１】
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【００６１】
Ａ＊：毛先が部分的にフィルム状に変化した。
【００６２】
Ｂ＊：植毛部がつぶれ、フィルム状となった。
【００６３】
なお、表１中：
○は、全く異音無し；
△は、かすかに異音が発生するが、不快ではない；及び
×は、異音が発生し不快に感じることを各々示す。
【００６４】
上記表１に示されるように、本発明の植毛部材は、比較例のものに比べて滑り性、異音及
び摩擦の総合評価が極めて優れていることは、容易に理解できる。
【００６５】
【発明の効果】
前記から明らかなように、本発明の植毛部は、極めて優れた滑り性を有しており、このこ
とは窓ガラスの開閉がガラスの表面状態に影響されず、軽快に行えることを意味する。従
って、ドライバーにとって極めて便利であり、低動力化も可能である。また、窓ガラスの
開閉に際し、どのような環境下においても一切の不快音が聞かれず、従って快適なドライ
ブを楽しむことができる。さらに、摩耗特性に優れており、１０ｋｇｆという強力な押圧
下での窓ガラスの開閉に対しても植毛部の損傷が全くなく、弾性回復性、すなわち耐久性
にも優れている等、様々な効果をも奏するものである。
【００６６】
しかも、本発明の植毛部はいかなる振動に対しても窓ガラスに微動も見られず、完全に防
振できる。
【００６７】
なお、本発明の植毛部は主として自動車の窓ガラス安定具用として使用されるが、摺動用
植毛部材として他用途、例えば複写機関係のクリーニングブラシ、自動ドアの防振材、人
工スキー状の滑走面（グランド材）にも利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】自動車におけるフロントドアの概略断面図である。
【図２】本発明に係る安定具（Ｓ）を示す斜視図である。
【図３】植毛部材の断面図である。
【図４】本発明の植毛部材の他の実施態様である。
【図５】本発明の安定具を側部から見たときの断面図である。
【図６】自動車におけるフロントドアの他の実施態様を示す概略断面図である。
【符号の説明】
１　窓ガラス
２　ドアインナパネル
３　補強用パネル（イン）
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４　ドアアウタパネル
５　補強用パネル（アウト）
６　ウエザーストリップ（アウト）
７　ウエザーストリップ（イン）
８　基体
９　植毛部材
１０　安定具
１１　コーティング層
１２　植毛部
１３　ストッパー受けの植毛部
１４　ストッパー受け
１５　ストッパー
Ｓ　安定具
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(10) JP 3774792 B2 2006.5.17



フロントページの続き

(74)代理人  100105821
            弁理士　藤井　淳
(74)代理人  100099911
            弁理士　関　仁士
(74)代理人  100108084
            弁理士　中野　睦子
(72)発明者  塚田　章一
            滋賀県守山市森川原町１６３　グンゼ株式会社滋賀研究所内
(72)発明者  山口　茂樹
            愛知県江南市村久野町鳥附１番地　グンゼ株式会社エンプラセンター内
(72)発明者  長榮　敬三
            愛知県江南市村久野町鳥附１番地　グンゼ株式会社エンプラセンター内

    合議体
    審判長  藤井　俊明
    審判官  永安　真
    審判官  見目　省二

(56)参考文献  特開平４－１８９６２１（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－３０５８１３（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－２８６０６６（ＪＰ，Ａ）
              特開平４－３２１４２６（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－１３７０１８（ＪＰ，Ａ）
              特開平６－２２６８９３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B60J 1/17

(11) JP 3774792 B2 2006.5.17


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

